
参 考 法 令 

 

宅地建物取引業法（昭和二十七年六月十日 法律第百七十六号） 

 

 

（指示及び業務の停止）  

第六十五条  国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許（第五十条の二第一項の認可を含む。 

次項及び第七十条第二項において同じ。）を受けた宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに 

該当する場合又はこの法律の規定若しくは特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法 

律 （平成十九年法律第六十六号。以下この条において「履行確保法」という。）第十一条第一 

項若しくは第六項 、第十二条第一項、第十三条、第十五条第一項若しくは履行確保法第十六

条において読み替えて準用する履行確保法第七条第一項若しくは第二項若しくは第八条第一

項若しくは第二項の規定に違反した場合においては、当該宅地建物取引業者に対して、必要な

指示をすることができる。 

一～四（略）   

２  国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者が次の各号のいず 

れかに該当する場合においては、当該宅地建物取引業者に対し、一年以内の期間を定めて、 

その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。  

一～三（略） 

四 この法律の規定に基づく国土交通大臣又は都道府県知事の処分に違反したとき。 

五～八（略） 

 

（免許の取消し） 

第六十六条 国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者が次の各

号のいずれかに該当する場合においては、当該免許を取り消さなければならない。 

 一～八（略） 

 九 前条第二項各号のいずれかに該当し情状が特に重いとき又は同条第二項若しくは第四項

の規定による業務の停止の処分に違反したとき。 

 

（報告及び検査） 

第七十二条 国土交通大臣は、宅地建物取引業を営むすべての者に対して、都道府県知事は、当

該都道府県の区域内で宅地建物取引業を営む者に対して、宅地建物取引業の適正な運営を確

保するため必要があると認めるときは、その業務について必要な報告を求め、又はその職員に

事務所その他その業務を行う場所に立ち入り、帳簿、書類その他業務に関係のある物件を検査

させることができる。 

  

 


